
２０１９年度 介護職員チームリーダー養成研修 実施要領 

 

１．趣旨 
介護ニーズの多様化や高度化、また包括ケア推進の担い手として多職種連携やチーム介

護の推進が求められている。 
    こうした背景を踏まえ、適切な介護ケアの提供と多職種連携やサービスマネジメント等
の知識や技能を身に付けるとともに、介護チームの人材育成を担うことができる介護職の
チームリーダーを養成する。 

 
２．実施主体および実施機関 
  実施主体：滋賀県   

実施機関：社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会（以下、事務局） 
 
３．研修対象者 

  次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

（１）介護職員として５年以上の経験を有し、現に事業所内で介護職のリーダー的立場にあ

る者 

（２）介護福祉士資格を有する者であること 

（３）事業者が介護職のリーダーとして適任であると推薦する者 
                                                              
４．研修定員   

各コース ３０名 （定員を超える場合は、各施設・事業所１名でお願いする場合があります。） 
 
５．研修日程等  

日    程 申し込み期限（事務局必着） 

Ａコース 2019年 6月21日(金)～2019年11月29日(金) 
2019年5月15日(水) 

Ｂコース 2019年10月11日(金)～2020年 2月27日(木) 

  
※詳細は、別添「2019 年度 介護職員チームリーダー養成研修 プログラム」を参照してください。 

 
６．受講申込方法 
    所属する職員の研修受講を希望する施設・事業所長は、「受講申込書（別紙様式１）」
事業者推薦書（別紙様式２）および「介護福祉士登録証の写し」を下記の提出先に送付し
てください。 
なお、ＦＡＸでの申し込みは受け付けません。 

 
【提出先】  滋賀県社会福祉協議会 滋賀県社会福祉研修センター 

          〒525-0072 滋賀県草津市笠山七丁目8番 138号 
 
８．受講者の決定 
  受講の可否にかかわらず通知します。 
  定員を超えて応募があった場合は、申込書に記載された介護実務経験や施設・事業所に
おける職務等を勘案して選考します。 

 
１０．受講料等 
  (1) 受講料無料   
  (2) その他 教材費（テキスト本等）が必要な場合は実費負担とします。 
 
 
１１．認定証の交付 
    全日程・全課目を修了した者に修了証書を交付します。 
  （遅刻・早退はレポート提出、欠席の場合は補講により修了証書を交付します。） 



１２．その他 
 （1）受講決定後に参加できなくなった場合は、事務局あて早急に連絡をしてください。 
  （2）受講態度の良くない方は、退室または修了を認めない場合があります。 
  （3）昼食は各自でご用意ください。  
 

 
 
１３．研修会場 
  県立長寿社会福祉センター（草津市笠山七丁目８番１３８号） 

※ 研修会場へは、公共交通機関でお越しください。最寄り駅は瀬田駅です。 
 

【交通案内】ＪＲ瀬田駅からバスで約１５分 「長寿社会福祉センター」下車 

■帝産バス：③番のりば 滋賀医大行き（レストタウン・長寿社会経由） 

８：００発  ８：３０発 

 

※「龍谷大学行き」のバスは、県立長寿社会福祉センターには停車しません。 

ご注意ください。 

 

※ バスの時刻は、ダイヤ改正等により変更される場合がありますので、お確かめの

うえご利用ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
何らかの警報が発令された場合や、県から事業の自粛勧告が出された場合、研修を延期ま

たは中止せざるを得ない状況となる可能性があります。 

このような場合は、下記のホームページの「お知らせ」をご確認下さい。 

  

《滋賀県社会福祉協議会 滋賀県社会福祉研修センター》 

ホームページアドレス： http://www.shiga-sfk.jp 

問い合わせ・申込み先（事務局） 
   

〒525-0072 草津市笠山7丁目 8－138 県立長寿社会福祉センター内 
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 滋賀県社会福祉研修センター 
TEL 077－567－3927  FAX 077－567－3910   担当：山田・高澤 

 
滋賀県社会福祉協議会 滋賀県社会福祉研修センター ホームページ 
http://www.shiga-sfk.jp 


